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１【提出理由】

当社は、2026年６月25日開催の当社取締役会において、当社の特定子会社の異動を伴う、子会社株式の譲渡を決議

いたしました。これに伴い、特定子会社の異動並びに当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著

しい影響を与える事象が発生する見込みとなりましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開

示に関する内閣府令第19条第２項第３号、第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま

す。

 

２【報告内容】

１．特定子会社の異動（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づく報告内容）

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

① 名称　　　　：株式会社メソッドカイザー

② 住所　　　　：新潟市西区小針４丁目９番１号

③ 代表者の氏名：代表取締役社長　清水　秀雄

④ 資本金　　　：10百万円

⑤ 事業の内容　：タリーズコーヒーのフランチャイズ運営

 
(2) 当該異動の前後における当社所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合

① 議決権の数

 異動前：1,900個

 異動後：　 ―個

② 総株主等の議決権に対する割合

 異動前：100.0％

 異動後：　 ―％

 
(3) 当該異動の理由及び年月日

① 異動の理由　：本取引により、株式会社メソッドカイザーが当社の特定子会社に該当しないことになります。

② 異動の年月日：2026年６月26日

 
２．当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象（企業内容等の開示に関す

　　る内閣府令第19条第２項第12号及び第19号に基づく報告内容）

(1) 当該事象の発生年月日

2026年６月26日

 
(2) 当該事象の内容及び損益に与える影響額

当社は、2026年６月25日開催の取締役会において、本株式譲渡を決議いたしました。

当該事象により、当該特定子会社は当社の連結子会社から除外される予定であり、また、本株式譲渡に伴い特

別利益を計上する見込みでありますが、2026年10月期個別及び連結業績に与える影響は、現在精査中でありま

す。今後開示が必要な事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

 
以上
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